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明

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
内
・
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料

支
払
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
内
・
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受

信
料
支
払
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
発
言
に
係
る
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
認
識
等
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
が
個
人
的
に
行
っ
た
発
言
等
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た

い
。現

在
の
協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て
選
任
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
委
員
相
互
の
真
摯

な
議
論
を
通
じ
て
、
経
営
委
員
会
全
体
と
し
て
、
法
の
規
定
に
従
い
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
二
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
と

一



し
て
は
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ

ら
の
家
族
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
会
の
放

送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
（
以
下
「
受
信
設
備
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
た
者
は
、
同
項
及
び
日
本
放
送
協

会
放
送
受
信
規
約
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
と
放
送
受
信
契
約
を
締
結
し
、
放
送
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
一
方
、
合
衆
国
側
は
、
協
会
の
放
送
受
信
料
が
一
種
の
租
税
で
あ
り
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
は
そ
の
支
払
を
免
除
さ
れ
る

と
の
見
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
合
衆
国
側
に
対
し
て
、
放
送
受
信
料
が
租
税
に
当
た
ら
ず
、
放
送

受
信
契
約
を
締
結
し
て
放
送
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
等
し
て
き
て
い
る
が
、
合
衆
国
側
は
、
そ
の

見
解
を
変
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
状
況
打
開
に
向
け
た
会
合
」
に
つ
い
て
は
、
協
会
か
ら
は
、
合
衆
国
側
に
対
し
て
、
先
に
述
べ
た
我
が
国
の

立
場
を
説
明
し
て
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
会
合
に
つ
い
て
は
、
協
会
が
御
指
摘
の
文
書
を
発
出
し
た
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
六
日
以
降
、
同
年
十
月

二



二
十
二
日
現
在
で
、
ま
だ
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
協
会
か
ら
は
、
引
き
続
き
合
衆
国
側
に
対
し
、
当
該
会
合
の
開
催
を
求
め

て
い
く
と
聞
い
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
、
引
き
続
き
協
会
と
連
携
し
つ
つ
、
合
衆
国
側
に
対
し
、
放
送
受
信
契
約
等
に
関

す
る
我
が
国
の
立
場
の
説
明
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
米
軍
基
地
内
・
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
等
の
居
住
状
況
の
把
握
に
資
す
る
資
料
」
は
、
合
衆
国
政
府
と
の
合

意
に
基
づ
き
、
我
が
国
政
府
が
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
居
住
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
在
日
米
軍
司
令
部
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
放
送
受
信
契
約
に
必
要

な
情
報
の
収
集
」
の
た
め
に
当
該
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
あ
く
ま
で
在
日
米
軍
人
等
が
一
人
あ
た
り
一
台
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設

置
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
の
試
算
」
に
つ
い
て
は
、
仮
定
に
基
づ
く
試
算
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
政
府
の
見
解
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

ま
た
、
受
信
設
備
を
設
置
し
た
者
と
放
送
受
信
契
約
を
締
結
す
る
主
体
は
協
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
、
御
指

三



摘
の
よ
う
な
試
算
を
行
う
立
場
に
な
い
。

四


